
 

様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 臨時庁議 

開催日時 令和７年３月２７日（木） 午後９時２２分から午後９時２６分まで 

開催場所 朝霞市役所 別館３階 市長公室 

出席者及び 

欠席者の 

職・氏名 

 

【出席者】 

松下市長、神田副市長、稲葉市長公室長、千葉危機管理監、須田総務部長、 

紺清市民環境部長、佐藤福祉部長、堤田こども・健康部長、 

松岡都市建設部長、村沢審議監兼まちづくり推進課長、田中会計管理者、 

益田上下水道部長、奥山生涯学習部長、神頭監査委員事務局長 

 

（事務局） 

櫻井市長公室次長兼政策企画課長、 

齋藤同課主幹兼課長補佐、染野同課政策企画係主事 

 

【欠席者】 

二見教育長、太田議会事務局長、小島学校教育部長 

 

議題 １ 令和７年第１回朝霞市議会定例会提出議案（追加） 

会議資料 

（議題１） 

・令和７年第１回朝霞市議会定例会提出議案 

（議案第４２号～議案第４５号） 

会議録の 

作成方針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 ■要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした場合の

当該電磁的記録の保存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法  出席者の確認及び事務局の決裁 

傍聴者の数 ― 

その他の 

必要事項 
なし 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

【開会】 

 

【議題】 

１ 令和７年第１回朝霞市議会定例会提出議案（追加） 

 

【説明】 

（須田総務部長） 

議案第４２号 副市長選任に関する同意を求めることについてである。  

 現職の神田直人副市長の任期が本年３月３１日をもって満了となることから、新たに

宇野康幸氏を副市長に選任いたしたく、ここに提案する次第である。 

 

（須田総務部長） 

議案第４３号 朝霞市税条例の一部を改正する条例である。  

主な改正内容については、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の施行にと

もない、朝霞市税条例の一部を改正するものである。 

この改正は、令和７年４月１日から施行したいと考えている。 

なお、本議案に関する地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律が、現在国会で

審議中である。現在の予定では、令和７年３月２８日の夜に可決予定であり、本会議後に

予定する議会運営委員会が国会の可決前に実施するため、議案第４２号副市長選任に関

する同意を求めることについては、令和７年３月２８日の議会運営委員会に諮る。議案

第４３号朝霞市税条例の一部を改正する条例、議案第４４号朝霞市都市計画税条例の一

部を改正する条例、議案第４５号朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改

正については、国会の可決をもってから、場合によっては再び議会運営委員会を開催し

審議する予定で進めている。 

 

（須田総務部長） 

議案第４４号 朝霞市都市計画税条例の一部を改正する条例である。  

改正内容については、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の施行にともな

い、朝霞市都市計画税条例の一部を改正するものである。 

なお、この改正については、令和７年４月１日から施行したいと考えている。 

 

（堤田こども・健康部長） 

議案第４５号 朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例である。 

地方税法施行令の一部を改正する政令が公布する予定となり、公布されましたら追加

議案として提案するものである。 

改正内容については、低所得者の国民健康保険税を軽減するための判定所得の見直し

を行い、軽減対象世帯の拡充をするものである。  

なお、この改正については、令和７年４月１日から施行したいと考えている。 

 

【意見等】 

 なし 
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【結果】 

提案のとおり、決定する。 

 

【閉会】 

 
 


